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東京電力の提示金額に納得できない方など、どなたでも当センターをご利用いただけます。

現在の申立て以外の損害についても、申立て可能です。また、裁判よりも手続が簡便かつ

無料※1で、ご本人様お一人でも申立てができます。証拠書類がない場合でも申立て可能で

あり、仲介手続の中で、センターの調査官が不明な点を丁寧にお伺いします。

手続が終了している21,270件のうち、８割強である17,453件※2が和解成立に至っています。

※１ 送料等の実費は発生します。　※２ 平成29年11月末現在の件数です。（速報値）

　　　　　　　　帰還困難区域（浪江町）に自宅を有していたが、本件事故時には自主的
避難等対象区域（福島市）に単身赴任をしていた申立人について、住民票上の住所地や単身
赴任中の生活状況等を考慮して、中間指針第四次追補第2の1指針Ⅰ）①に基づく精神的損害
の一部が賠償された事例（和解事例1129）。

※和解事例は、あくまで申立人の個別事情に基づいて和解した例であり、一般的に適用される基準ではありません。

原子力損害賠償紛争解決センター　無料電話　0120（377）155
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　産業振興課商工労働係　　0240（34）0247

町内町内で営業営業を再開再開しましたしました町内で営業を再開しました
マイスターコーティングいわき店　浪江営業所（佐藤工業）

町民の
皆さんへ

　弊社は、平成29年６月１日よ

り浪江町生活再建の第一歩とし

て、ハウスクリーニングおよび

ハウスコーティング業務を再開

いたしました。

ご自宅のお掃除などおうちでのお悩みを

弊社までお気軽にご相談ください。

　
マイスターコーティングいわき店
浪江営業所（佐藤工業）　
代表者　佐藤　忠

〒979－1525　浪江町大字高瀬字堀内182
　 080（1842）1609
　 0246（84）7413 (マイスターコーティングいわき店)
　 0246（84）7414

みんなでともに
乗り越えよう

浪江町
役　場

●幾世橋
　住宅団地

●ヨークベニマル
　（休業中）
●ジャスト
　（休業中）

●
浪江にじいろ
こども園

なみえ創成小学校
なみえ創成中学校

入学・転学説明会入学・転学説明会入学・転学説明会
なみえ創成小学校・なみえ創成中学校

１月27日（土）

平成30年4月に浪江町内で開校する「なみえ創成小学校」および「なみえ創成中学校」の
入学・転学説明会を開催しますので、入学・転学を希望される方はご参加ください。

日　時

その他

場　所

内　容

10時から12時まで（受付 9時50分から10時まで）

　浪江町立なみえ創成小学校・中学校  校舎
　浪江町大字幾世橋字来福寺西73番地（浪江東中学校）
　　※駐車場は「浪江にじいろこども園」をご利用ください。

学校に関するご相談を
お受けしています。
遠慮なくご連絡ください。

学校での生活、入学までの準備、入学式、通学（スクールバス）、給食等について

参加を希望する場合は、下記問合せ先まで、事前にご連絡ください。

教育委員会事務局学校教育係

0243（62）0301

開催
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みんなでともに
乗り越えよう
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